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論 説 

地方収受分の所得税確定申告書についての e-Tax の利用促進策 

 

 

税務大学校研究部長 

土 屋 雅 一 

 

◆SUMMARY◆ 

 
 国税電子申告・納税システム（e-Tax）については、「オンライン利用拡大行動計画」（平成

20 年９月 IT 戦略本部決定）に基づき、普及に向けた各種取組を行い、平成 21 年度の利用率

（重点 15 手続）は 45.4%（前年度 36.6%）に増加してきている。一方、当該計画における

目標値は平成 25 年度に利用率 65%となっており、納税者の利便性の向上及び税務行政の効

率化の観点から、更なる普及への取組みが必要となる。 

 本稿では、平成 23 年１月から所得税申告書等の地方団体（市町村等）への電子的送付が

実現されたことに鑑み、更なる e-Tax の普及に資するため、地方団体の相談会場において収

受する確定申告書について、複数の地方団体から住民税申告に係る相談体制やシステムの現

状及び課題を取材するとともに、住民税相談ソフトの供給業者からの取材を行うことなどに

より、e-Tax により申告する方策を制度面及びシステム面から考察している。 

具体的には、①総合行政ネットワーク経由で送信する方式、②LGWAN-ASP 事業者を経由

してインターネットへ接続する方式、③USB メモリーにより「申告データ」を受け渡す方式、

④情報セキュリティポリシーの運用といった新たな方策を提案するとともに各方式を比較評

価することにより、地方収受分の確定申告書の e-Tax 利用に向けた問題の所在を明らかにし

たものである。 

（税大ジャーナル編集部） 
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１ はじめに 

平成 16 年 2 月に名古屋国税局管内の納税

者を対象に開始した国税庁の国税電子申告・

納税システム（e-Tax）は、その後、順次対

象地域・対象手続を拡大し、利用件数につい

ても、重点 15 手続き全体で、平成 19 年度約

920 万件、平成 20 年度約 1,432 万件、平成

21 年度約 1,658 万件と順調に増加している。

このうち所得税申告については、平成 19 年

度約 363 万件、平成 20 年度約 614 万件、平

成 21 年度約 784 万件と同様の状況である。

所得税申告についての e-Tax の利用率は、平

成 19 年度 18.4%、平成 20 年度 31.1%、平成

21 年 39.7%と順調に伸びている(1)。所得税申

告についての e-Tax の利用率は、政府の「オ

ンライン利用拡大行動計画(平成 20年 9月 12

日決定)」(2)に掲げられた年間平均申請件数を

分母として算出されており、e-Tax を利用し

申告する環境にないとの理由により、地方収

受分(市町村(東京 23 区を含む。以下同じ。)

が収受する所得税申告書)が分母に含まれて

いない。 

総務省の推計によれば、市町村における所

得税確定申告書の収受割合は、所得税確定申

告書総数のおおむね 2 割程度(3)とされており、

これらはすべて紙の申告書として提出されて

いる。地方収受分の所得税申告書が分母に含

まれる e-Tax の利用率は発表されていないが、

国税庁発表の「平成 21 年分の所得税、消費

税及び贈与税の確定申告状況等について」(4)

に基づき、地方収受分が含まれた利用率を推

計することができる。同発表資料(別表参照の

こと。)によれば、平成 21 年分の所得税確定

申告書の提出人員は、23,674 千人で、このう

ち e-Tax によるものは 7,079 千人である。こ

れに基づき推計すると、e-Tax の利用率は

29.9%となり、この数値は前述の 39.7%と約

10 ポイントの開差がある。「オンライン利用

拡大行動計画」上の利用率の算定に当たって

は、申告件数の計算上、分子に修正申告書や

過年分の期限後申告書が含まれ、分母に地方

収受分が含まれないといった統計上の差異が

あるものの、約 10 ポイントの開差はかなり

大きいものといえる。 

今後、「オンライン利用拡大行動計画」に基

づき、順調に e-Tax の利用拡大が図られたと

しても、地方収受分の所得税申告書について

は計画の枠外に置かれ、紙の申告書が提出さ

れ続けることとなる。この点については、政

府も問題意識を有しており、「地方税の申告等

の電子化について、地方税ポータルシステム

（eLTAX）へ参加自治体数が大きく伸びてい

ることがうかがえる。今後は、一層、市区町

村の参加拡大を図っていくとともに、全市区

町村での電子申告サービスの導入を目指すべ

きである。また、利用者団体から国税・地方

税の電子申告のワンストップ化の要望が出さ

れていることを踏まえ、利用者の利便性向上

の観点から、国税電子申告・納税システム

（e-Tax）との連携を進めるべきである。」旨

の意見が電子政府評価委員会の平成 20 年度

報告書(5)に記されている。 
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別表 IT を利用した所得税申告書の提出人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 翌年 3 月末日までに所得税の確定申告書を提出した人員である。  

2 署パソコンからの e-Tax 送信は、平成 19 年分から開始している。  

3 かっこ書は、確定申告人員に対する割合(構成比)である。 

 

 

 

（単位：千人） 

  平成 19 年分 平成 20 年分 平成 21 年分 

確定申告人員 23,616 23,693 23,674 

IT 利用人員 
(25.4％) 

5,999 

(34.1％) 

8,077 

(40.6％) 

9,604 

  

自宅等での IT 利用 
(13.7％) 

3,234 

(18.0％) 

4,269 

(20.9％) 

4,943 

  

各種ソフト・

e-Tax 
1,307 1,933 2,306 

HP 作成コーナ

ー・e-Tax 
197 359 488 

HP 作成コーナ

ー・書面 
1,730 1,977 2,149 

署での IT 利用 
(11.7％) 

2,765 

(16.1％) 

3,808 

(19.7％) 

4,660 

  

署パソコン・

e-Tax 
1,836 3,310 4,285 

署パソコン・書面 929 498 375 
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この報告書を受けて、平成 22 年度税制改

正において地方税法が改正(6)され、国税から

地方税への電子データによる連絡が可能とな

り、総務省告示(7)により技術的な基準が定め

られ、平成 23 年 1 月から電子データによる

連絡が開始されることとなった。 

しかしながら、この税制改正による効果は、

国税から地方税への一方通行のデータ連携の

実現であり、地方収受分の所得税申告書につ

いては従来どおり紙ベースの処理となるため、

データ連携としては不完全である。そこで本

稿では、地方収受分の所得税申告書について

e-Tax により申告する方策について、以下考

察する。 

なお、本稿において、出典が明示されてい

ない事実は、埼玉県内の複数の地方団体から

の取材に基づくものであり、意見に関する部

分は、筆者の私見であることを予めお断りし

ておく。 

 

２ 地方収受分の所得税確定申告書の処理の

現状 

 所得税確定申告書を地方団体が収受する場

合には、記載済みの所得税確定申告書が地方

団体へ提出される場合と、地方税職員と納税

者が相談して所得税確定申告書を作成し、こ

れを地方団体が収受する場合があるが、以下、

後者について現状を概観する。 

⑴ 過去の経緯 

国税当局と市町村との税務行政運営上

の協力関係については、国税及び地方税を

通じて税務行政の簡素化と納税者の負担

の適正公平を図る観点から、昭和 29 年に

国税庁と自治省との間で、相互協力に関す

る了解事項が締結され、その推進に努めて

きた。 

その後の税務行政の進展に伴い、税務行

政の効率化と適正、公平な税務執行の確保

のため、更に一層の協力関係の推進が必要

であるとの認識の下、①所得税還付申告書

等の市町村における収受、②所得税の納税

相談の協力及び、③税務調査を充実させる

ための資料情報の収集、交換等について、

昭和 57年に新たな了解事項が締結された。

この了解事項の趣旨に基づき、昭和 58 年

の所得税確定申告からは、所得税の申告書

に「市町村閲覧用写し」を追加する措置を

講じた。        

協力関係の具体的な推進に当たっては、

各税務署に設けられている地区税務協議

会の場を活用して、市町村と十分協議を行

い、その地域の実情に沿いつつ、この了解

事項等の着実な実施を図り、現行制度の下

で可能と思われる最大限の協力を行うこ

ととされている(8)。 

⑵ 具体的な処理方式 

市町村で所得税確定申告の相談を行い、確

定申告書を作成して収受する方式は市町村で

区々であるが、大まかには次のように分類す

ることができる。 

イ 手書きの確定申告書を作成する方式 

(図１) 

 この方式は、パソコンを使用せずに手書き

により紙の確定申告書を作成する方式であり、

事務の機械化が遅れた市町村における相談や

パソコン設備のない公民館等での出張相談会

場において一般的である。 

具体的には、納税者と市町村職員が対面に

より相談し、市町村職員が代書により確定申

告書を作成する。作成された確定申告書に納

税者が押印を行い、市町村が収受し管轄税務

署へ引き渡す。税務相談及び確定申告書の作

成については税理士法上の規制(9)があるが、

市町村の税務課長等に税理士法第 50 条の規

定による臨時の税務書類の作成等の許可(以

下、この許可を「臨税」という。) (10)が与え

られている。住民税の課税に当たっては、確

定申告書原本のカーボンコピーである「市町

村閲覧用写し」を引き剥がし、これを基礎資

料として利用している。 
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図１  手書きの確定申告書を作成する方式  
 

市町村職員 納税者 

相談して作成 

所得税確
定申告書 

所得税確
定申告書
(提出用) 

市町村閲
覧用写し 

所得税確
定申告書

(控え) 

納税者本人の押印 

住民税の課税に利用 

税務署 

 

 

ロ 住民税の課税システムに所得税確定申告

書の作成機能を付加した方式(図２) 

 この方式は事務処理の機械化が進んだ市町

村で普及している方式であり、住民税の課税

システムに所得税確定申告書の作成機能を付

加したものである(以下、この方式による所得

税確定申告書の作成機能を「作成支援システ

ム」という。)。 

民間のソフト会社から各種の「作成支援シ

ステム」が提供されているが、それらの機能

はおおむね次のとおりである。 

① 納税者の住所・氏名、世帯情報、前

年分の住民税課税事績など、データ

ベースに記録済みの情報を本年分の

住民税の課税に利用する。 

② 給与支払報告書、公的年金等支払報

告書など外部から得られる情報を予

めデータベースに記録しておき、本

年分の住民税の課税に利用する。 

③ 所得税確定申告の相談に訪れた納税

者から、給与・公的年金以外の収入

など①、②で不足する情報を聴き取

り、住民税の課税に必要な情報を充

足させ、住民税の計算を行う。 

④ 所得税の計算に必要な情報(源泉徴

収済の税額など)が不足している場

合には、納税者から提示された資料

に基づき補完することにより、所得

税確定申告書を完成させ、紙で印刷

する。 

⑤ 印刷された確定申告書に納税者が押

印を行い、市町村が収受し管轄税務

署へ引き渡す。 

⑥ 「作成支援システム」により作成さ

れた所得税確定申告書のデータ(以

下｢申告データ｣という。)は、市町村
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のデータベースに格納され、住民税

の課税処理に使用される。 

 納税者からの聴き取りや申告書作成に必要

な情報をシステムに入力する際のパソコン操

作は市町村職員が行っており、このことは税

務相談や税務書類の作成に当たることから、

上記イと同様に、市町村の税務課長等に「臨

税」の許可が与えられている。この方式の場

合には、システムによる計算結果に基づき住

民税の課税処理を行うことから、「市町村閲覧

用写し」は不要となっている。 

図2  住民税の課税システムに所得税確定申告書の作成機能を付加した方式  
 

市町村職員 納税者 

相談結果を入力 

所得税確
定申告書
(提出用) 

所得税確
定申告書

(控え) 

納税者本人の押印 
税務署 

作成支援
システム 住民税の 

課税システム 

 
ハ 国税庁ホームページの「確定申告書等作

成コーナー」(11)を利用する方式(図 3) 

 この方式は、インターネット上の国税庁ホ

ームページにおいて提供されている所得税確

定申告書作成システム「確定申告書等作成コ

ーナー」を利用して所得税の確定申告書を作

成する方式である。「確定申告書等作成コーナ

ー」には、紙により所得税確定申告書を作成

する機能(「確定申告書等作成コーナー(書

面)」)と e-Tax により所得税確定申告書を送

信する機能(「確定申告書等作成コーナー

(e-Tax)」)があるが、この場合は、前者の機

能を利用する。 

具体的には、市町村の確定申告の相談会場

に、インターネットへ接続したパソコンを設

置し、納税者自身が申告書作成に必要な源泉

徴収票などの情報を「確定申告書等作成コー

ナー(書面)」の画面に入力し、システムによ

り作成された所得税確定申告書を書面で印刷

する。印刷された所得税確定申告書に納税者

が押印を行い、市町村が収受し管轄税務署へ

引き渡す。市町村職員がこのパソコンの操作

補助を行うこと自体は税務相談ではないもの

の、あわせて税務相談を行う場合があること

から、上記イと同様に、市町村の税務課長等

に「臨税」の許可が与えられている。住民税

の課税に当たっては、「市町村閲覧用写し」が

所得税確定申告書と同時に印刷されるので、

これを基礎資料として利用している。 
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図3  ｢確定申告書作成コーナー(書面)｣を利用する方式  
 

市町村職員 納税者 

相談結果を入力 

所得税確
定申告書
(提出用) 

市町村閲
覧用写し 

所得税確
定申告書

(控え) 

納税者本人の押印 

住民税の課税に利用 

税務署 

確定申告書作成 
コーナー(書面)｣ 

   インターネット 

 

⑶ e-Tax への取組状況 

財務省発表の「国税庁が達成すべき目標に

対する実績の評価に関する実施計画」(12)によ

れば、「e-Tax については、公的個人認証サー

ビスの普及拡大の要請、e-Tax の普及に向け

た各種施策の実施や広報・周知に関する協力

関係の確保に努めるとともに、地方税ポータ

ルシステム（eLTAX）とのデータ連携の実施

に向けて取り組みます。」旨の業績目標が掲げ

られており、これを受けて、各税務署では管

内の市町村に対して、e-Tax の普及に向けた

協力を要請している。 

具体的な取組みとして、一部の市町村では、

確定申告の相談会場に、IC カードリーダライ

タを装備してインターネットへ接続したパソ

コンを設置しており、公的個人認証サービス

(JPKI)に基づく電子証明書が記録された住

民基本台帳カード(以下、「JPKI 住基カード」

という。) (13)を持参した納税者に対して、IC

カードリーダライタにより納税者の電子証明

書を読み込み、「確定申告書等作成コーナー

(e-Tax)」(以下「作成コーナー(e-Tax)」とい

う。)を納税者自身が操作し、所得税確定申告

書を e-Tax により送信することができる環境

を提供している(以下、納税者本人の電子証明

書を添付した申告書を納税者本人が e-Tax に

より送信することを「本人送信」という。)。

また、確定申告の相談会場へ地元税理士会か

ら税理士の派遣を受けている場合に、税理士

による代理送信の方式(14)により、「JPKI 住基

カード」を持参していない納税者の所得税確

定申告書を e-Tax により代理送信を行ってい

る事例も見受けられる。 

⑷ 国税連携システムの導入(図 4) 

 「はじめに」で述べたように、平成 22 年

度税制改正により、国税当局から地方税当局

へ地方税の課税に必要なデータを電子的に連

絡することが可能となり、平成 23 年 1 月か

ら、住民税の課税に必要なデータについて、

国税当局から市町村へ電子的に連絡される仕
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組みが整備される(15)。国税当局から連絡する

データの内容は、e-Tax により申告された所

得税申告書のデータ(e-Tax データ)だけでは

なく、書面により申告され国税当局の事務処

理システム(KSKシステム)に入力された所得

税申告書のデータ(KSK データ)も含まれる。

ただし、e-Tax データは、すべてシステムで

文字データとして処理可能なデータ形式

(XML形式)で連絡されるが、KSKデータは、

すべてが文字データ化されているものではな

いため、文字データ化されているものについ

ては XML 形式で連絡され、その他の情報に

ついては画像形式のデータ(TIFF 形式)とし

て連絡される。 

  この国税連携システムにより、国税当局か

ら地方税当局へのデータ連携が実現され、紙

媒体である「市町村閲覧用写し」は廃止され、

ペーパーレス化が達成される。 

図4  国税連携システム  
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３ e-Tax により地方収受分の所得税確定申

告書を送信する際の問題点 

 ２の⑶で述べたように、一部の市町村では、

e-Tax への取組みを進めているものの、次の

ような問題点により、e-Tax の普及は進んで

いない。 

⑴ 「作成支援システム」と e-Tax の連携が

困難であること 

 ２の⑵のイで述べたように、「作成支援シス

テム」により紙の所得税確定申告書を印刷す

る仕組みは広く普及しているものの、紙では

なく e-Tax により所得税確定申告書を送信す

る仕組みは実現されていない。この理由とし

ては、「作成支援システム」とインターネット

との接続が、市町村が制定している情報セキ

ュリティポリシーにより禁止されていること

があげられる。情報セキュリティポリシーと

は、組織内の情報セキュリティを確保するた

めの方針、体制、対策等を包括的に定めた文

書のことであり、総務省がガイドライン(16) 



税大ジャーナル 16 2011. 5 

117 

(地方公共団体における情報セキュリティポ

リシーに関するガイドライン。以下、「総務省

ガイドライン」という。)を定めている。「総

務省ガイドライン」に基づき、ほぼ 100%の

市町村が情報セキュリティポリシーを定めて

いる(17)。 

 「総務省ガイドライン」によれば、「外部の

ネットワークへの不必要な接続は必要最低限

のものに限定し、特に行政系のネットワーク

は、安全性の高い総合行政ネットワークに集

約するように努めることが必要である。」(18)

旨の記述がある。これを受けて、市町村では

「作成支援システム」のインターネットへの

接続を禁止している。  

⑵ 「JPKI 住基カード」の即時交付が困難で

あること 

 市町村の確定申告の相談会場へ、「JPKI 住

基カード」を所持しない納税者が訪れた場合

に、e-Tax により所得税確定申告書を送信す

るためには、「JPKI 住基カード」が即時に交

付されることが望ましいが、「JPKI 住基カー

ド」が即日交付される市町村であっても、交

付手続きには 20～40 分程度(19)の時間を要す

る場合が一般的である。また、「JPKI 住基カ

ード」を発行するための機器の台数が限られ

ており、一時期に集中して「JPKI 住基カー

ド」の交付申請があった場合には、待ち時間

が長くなる可能性もある。さらに、確定申告

の相談会場と「JPKI 住基カード」の発行部

署が距離的に離れている場合もある。 

⑶ 市町村職員による代理送信が認められて

いないこと 

 税理士による e-Tax の代理送信については、

国税庁告示(20)に記述されているが、現状では

「臨税」許可を有する市町村職員による

e-Tax の代理送信は認められていない。この

ため、税理士資格を有さない市町村職員は、

相談に訪れた納税者の確定申告書を e-Tax に

より代理送信を行うことができない。すなわ

ち、市町村の確定申告の相談会場へ税理士が

派遣されていない場合には、「JPKI 住基カー

ド」を持参しない納税者の所得税確定申告書

を e-Tax により送信することができない。 

⑷ 派遣税理士の確保が課題であること 

 税理士による代理送信を利用すれば、納税

者名義の「JPKI 住基カード」を使用せずに、

e-Tax により所得税確定申告書を送信するこ

とが可能であるが、所得税の確定申告期間中、

特に 3 月において、税理士の本来業務である

関与先納税者の確定申告書の作成のため多忙

な時期に、派遣税理士を十分に確保する必要

があり、このことが税理士会と市町村双方に

とっての課題となっている。 

⑸ 「作成コーナー(e-Tax)」 により「作成

支援システム」を代替することができな

いこと 

国税連携システムを利用することにより、

e-Tax により申告された所得税確定申告書の

データを基礎資料として住民税の課税を行う

ことが可能となることから、e-Tax による送

信機能を有する「作成コーナー(e-Tax)」によ

り「作成支援システム」を代替することが考

えられる。しかしながら、２の⑵のロで述べ

たように、「作成支援システム」は、市町村が

保有する情報を活用できるなど住民税の課税

処理に特化したシステムである一方、「作成コ

ーナー(e-Tax)」は国税庁ホームページに掲載

されているように一般納税者向けのシステム

であることから、市町村職員が使用する場合

の利便性が大きく異なる。さらに、「作成コー

ナー(e-Tax)」では、所得税の納税義務がなく

住民税のみの納税者には対応できない。この

ような理由により、「作成コーナー(e-Tax)」

により「作成支援システム」を代替すること

は困難である。 

 

４ 改善の方向性 

 地方収受分の所得税確定申告書を、e-Tax

により送信するための方策について、3 で述

べた現状の問題点を踏まえ検討する。 
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⑴ 「作成支援システム」からの e-Tax の送

信 

3 の⑴で述べたように、｢申告データ｣を

e-Tax により送信を行っている事例は見当た

らないが、市町村の情報セキュリティポリシ

ーに抵触しない方法を用いて、e-Tax により

送信を行う方法について検討する。 

なお、｢申告データ｣の e-Tax 送信に当たっ

ては、納税者自身の「JPKI 住基カード」を

使用することによる本人送信と税理士による

代理送信が想定される。 

イ 総合行政ネットワーク経由で送信する方

式(図 5) 

 総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク ( 略 称

LGWAN(Local Government Wide Area 

Network))(21)とは、地方団体の組織内ネット

ワークを相互に接続し、地方団体間のコミュ

ニケーションの円滑化、情報の共有による情

報の高度利用を図ることを目的とした、高度

なセキュリティを維持した行政専用のネット

ワークである。財団法人地方自治情報センタ

ーを運営主体とし、全国の市町村が参加して

いる。LGWAN は、国の府省間ネットワーク

である「霞ヶ関 WAN」と相互接続しており、

国の機関との情報交換にも利用されている。 

地方団体が納税義務者(特別会計における

消費税など)となる場合には、インターネット

ではなく LGWAN を経由して、その地方団体

自身の納税申告書を e-Tax により申告するこ

とが可能である(22)。現状では、LGWAN の基

本要綱 ( 23 )により、地方公務員以外の者が

LGWAN を利用することが禁止されている

ことから、一般の納税者が、インターネット

ではなく LGWAN を経由して、自身の所得税

確定申告書を e-Tax により申告することはで

きない。 

 そこで、制度面及び運用面の観点から、一

般の納税者の所得税確定申告書を、LGWAN

経由で送信する可能性について検討する。 

(ｲ) LGWAN 等の整備状況 

LGWAN は、政府のミレニアムプロジェク

ト(平成11年12月19日内閣総理大臣決定) (24)

により計画され、平成 12 年度に実証実験を

開始し、平成 13 年度から本格運用が開始さ

れた。その後、平成 14 年 4 月から LGWAN

と霞ヶ関 WAN が相互接続され、国の機関と

地方団体の間の情報交換が電子化された。さ

らに、平成 16 年 3 月には、全市町村が

LGWAN に接続されるなど、順調に整備され

ている。 

霞ヶ関 WAN は、政府の行政情報化推進基

本計画(平成 6年 12月 25 日閣議決定) (25)に基

づき、政府機関内における情報の円滑な流通、

情報共有等を図るため、各府省等の LAN を

相互に接続するネットワークとして整備され、

平成 9 年 1 月から運用を開始している(26)。  

(ﾛ) LGWAN を経由した e-Tax の現状 

 平成20 年6月16 日以降、地方団体がe-Tax 

を利用して申請等を行う場合、これまでのイ

ンターネット経由に加えてLGWAN 経由に

よるe-Tax の利用が可能となった。利用に当

たっては、電子証明書として、地方公共団体

組織認証基盤(LGPKI) (27)に基づくその機関

の長の職責証明書を利用することとなってお

り、対象となる手続きは特別会計における消

費税の申告などに限られる。 

(ﾊ) 一般納税者の利用制限 

 LGWAN の基本要綱の第 14 条によれば、

「LGWAN サービスを利用できる者は、地方

公務員法に定める地方公務員とする。」とされ

ており、一般の納税者が LGWAN に接続され

たパソコン等の端末機を操作することはでき

ないと解される。このため、「JPKI 住基カー

ド」を所持した納税者が｢作成支援システム｣

を自ら操作し、納税者自身の｢申告データ｣を

LGWAN経由で e-Taxの本人送信を行うこと

は禁止されていると解される。同様に、税理

士が｢作成支援システム｣を自ら操作し、納税

者の｢申告データ｣を LGWAN 経由で e-Tax

の代理送信を行うことも禁止されていると解
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される。   

(ﾆ) 制限の回避策 

 実際には、「作成支援システム」の操作は市

町村職員が行っていることから、納税者の

「JPKI 住基カード」を使用して、市町村職

員が「作成支援システム」を操作し、納税者

の「申告データ｣を LGWAN 経由で e-Tax の

本人送信を行うことが考えられる。この場合、

LGWAN サービスの利用者の定義が問題と

なるが、市町村職員が送信を行うことから利

用制限に抵触しないと考えられる。 

 また、派遣税理士を確保することにより、

市町村職員が「作成支援システム」を操作し、

税理士が納税者の「申告データ｣を LGWAN

経由で e-Tax の代理送信を行うことも考えら

れる。この場合、市町村職員の指示により

e-Tax への送信を行うことから利用制限には

抵触しないと考えられるが、厳密に考えると

LGWAN サービスの利用者の定義が問題と

なる。 

(ﾎ) 小括 

LGWAN はインターネットへ接続されて

いないことから、情報セキュリティポリシー

の観点からは安全性が高く、LGPKI に加え

て JPKI に基づく認証にも対応しており、情

報システム構築の観点からも、LGWAN を経

由して e-Tax の送信を行うことは容易に実現

できると考えられる。 

実際には、市町村の確定申告の相談会場へ

訪れる納税者の大半は、自宅にインターネッ

ト環境を持ち合わせていない高齢者であり、

自らパソコン操作を行うことができない者が

多い。したがって、市町村職員が｢作成支援シ

ステム｣を操作することは当然であり、

LGWAN の利用制限については問題になら

ないと考えられる。 

図5  LGWAN経由で送信する方式  
 

市町村職員 納税者 

相談結果を入力
（職員が操作） 

受信通知 

税務署 

作成支援
システム 住民税の 

課税システム 

LGWAN,霞ヶ関WAN 

納税者本人の 

JPKI住基カード 

 

 

 



税大ジャーナル 16 2011. 5 

120 

ロ LGWAN-ASP 事業者を経由してインタ

ーネットへ接続する方式(図 6) 

 前述の国税連携システムの構築方式として

は、ASP(Application Service Provider)事業

者を利用する方式が一般的である。ASP 事業

者とはネットワークを介して複数の利用者

(市町村など)が共同で利用できる業務プログ

ラムを自らのサーバーで所有し、そのプログ

ラムを有料で提供する事業者のことである。 

 これらの事業者と市町村との接続に利用す

るネットワークとして、インターネットでは

なく情報セキュリティに優れた LGWAN を

利用するサービスは、LGWAN-ASP(28)と呼ば

れており、このような事業者を LGWAN-ASP

事業者という。 

LGWAN-ASPのガイドライン(29)によれば、

LGWAN-ASP のシステムを使用することに

より LGWAN とインターネットを接続する

ことは厳しく制限されている。しかしながら、

アプリケーションサーバ、ファイアウォール、

ゲートウェイサーバ等を経由してインターネ

ットへ接続することについては容認されてお

り、これを利用して e-Tax の送信を行うこと

が可能である。具体的には、図 6 のように「作

成支援システム」で作成した「申告データ｣

を LGWAN-ASP を経由してインターネット

へ接続されたパソコンへ転送し、「作成コーナ

ー(e-Tax)」を利用することにより、このパソ

コンからインターネットを経由して e-Tax の

送信を行う。このパソコンは LGWAN に接続

されていないことから、納税者や税理士が自

ら操作することもできる。 

しかしながら、①「作成支援システム」と

「作成コーナー(e-Tax)」の連携に関するシス

テム開発が必要となること、②「作成支援シ

ステム」で作成した「申告データ｣を

LGWAN-ASP を経由してインターネットへ

接続されたパソコンへ転送するためには一時

的に「申告データ」を保存する必要があるこ

とから、個人情報流出の危険性が非常に高く

なることなど、実現するためにはクリアすべ

き課題が大きい状況である。 

図6  LGWAN-ASP事業者を経由してインターネットへ接続する方式  
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ハ USB メモリーにより「申告データ｣を受

け渡す方式(図 7) 

 この方式は、着脱式の USB メモリーを使

用して、「作成支援システム」から「作成コー

ナー(e-Tax)」へ「申告データ｣の受渡しを行

うものである。具体的には、｢作成支援システ

ム｣により作成された｢申告データ｣をUSBメ

モリーへ書き込み、この USB メモリーを「作

成支援システム｣から引き抜きインターネッ

トへ接続されたパソコンに挿入して「申告デ

ータ」を受け渡し、「作成コーナー(e-Tax)」

を利用して e-Tax の送信を行う。「作成支援

システム｣とこのパソコンはLANなどのネッ

トワークで接続しない。 

  この USB メモリーについては、市町村が

用意する場合と納税者が持参する場合が考え

られる。納税者が持参した USB メモリーを

持ち帰り、「作成コーナー(e-Tax)」を利用す

ることにより、納税者の自宅のパソコンから

｢申告データ｣を e-Tax により本人送信を行う

ことも可能であるが、①納税者が持参した

USB メモリーによりパソコンがコンピュー

タウイルス等に感染する恐れがあること、②

確定申告期間は大量に「申告データ」を作成

するため、誤って他人の情報を格納した場合

に個人情報が流出することなどから、市町村

が用意すべきである。 

 なお、USB メモリーは着脱式であることか

ら、市町村が用意するとしても情報セキュリ

ティ上、USB メモリーに記録された｢申告デ

ータ｣の暗号化が必須である。 

図7 USBメモリーにより｢申告データ｣を受け渡す方式  
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ニ 情報セキュリティポリシーの運用 

 上記イ、ロ及びハのいずれの方式について

も、行政内部の情報システムである「作成支

援システム｣により作成された｢申告データ｣

を e-Tax により外部へ送信することとなるこ

となり、ロ及びハについては、市町村職員で

はない納税者や税理士がシステムを操作する

ことが可能であることから、市町村が定めて

いる情報セキュリティポリシーに抵触する可

能性がある。そこで、その制限を回避して

e-Tax を利用する方策について検討する。 

(ｲ) 情報セキュリティポリシーによる制限事

項 

A 外部ネットワークとの接続 

  「総務省ガイドライン」の「外部ネットワ

ークとの接続制限等」(30)によれば、ファイア

ウォールの設置など厳しい制限付ではあるが、

行政内部のシステムを外部ネットワークへ接

続することが可能となっている。 

 これを上記イ、ロ及びハについて当てはめ

ると次のとおりである。イについては、外部

ネットワークとしてはLGWANのみであり、

LGWANにおいては強力な情報セキュリティ

が保持されている。ロについては、LGWAN

とインターネットの接続についてLGWAN- 

ASPを利用していることから、イと同様の情

報セキュリティが保持されている。ハについ

ては、行政内部のシステムと外部ネットワー

クが接続されていない。 

B  USB メモリーによるデータの受渡し 

 「総務省ガイドライン」には、外部媒体に

関する記述が多数あり、USBメモリーなどの

媒体を介した情報流出を防止するための具体

策が記述されている。たとえば、「個人情報の

記録された媒体を運搬する者は、情報セキュ

リティ管理者に許可を得なければならない。」

(31)旨の規定がある。さらに、「インターネッ

トに接続していないシステムにおいて、記録

媒体を使う場合、コンピュータウイルス等の

感染を防止するために、市が管理している媒

体以外を職員等に利用させてはならない。」

(32)旨の規定もあることから、納税者が持参し

たUSBメモリーをそのまま使用することは

禁止されている。 

C  市町村職員以外の者によるシステム利用 

 「総務省ガイドライン」には、「電子申請受

付システム、庁舎を訪問した住民等に対する

庁舎案内システムなど、外部の人々が利用で

きるシステムは、不正アクセス等を防御する

ため、必要に応じ、他のシステムのネットワ

ークと切り離すなどの措置が必要である。」

(33)旨の規定があり、市町村職員以外の者によ

るシステム利用については、禁止はされては

いないものの、厳重な情報セキュリティ管理

が求められている。 

(ﾛ)  e-Tax への接続の可能性 

上記(ｲ)のとおり、情報セキュリティポリシ

ーに抵触せずに、「作成支援システム｣により

作成した「申告データ」を e-Tax により送信

することは、原則として可能であるが、各市

町村において具体的な運用方法を策定する必

要があると考えられる。特に、納税者や税理

士がシステムを操作する場合には専用パソコ

ンの設置が必要であり、さらに、納税者が持

参した USB メモリーに｢申告データ｣を記録

する場合には、｢作成支援システム｣へのウイ

ルス侵入を防ぐため、事前に市町村職員が

USB メモリーを初期化するなどの対策が必

要である。 

ホ 各方式の評価 

 上記イ、ロ、ハの各方式については一長一

短があるが、上記ニを踏まえて、情報セキュ

リティ、操作性、実現性などの観点から、次

のように評価することができる。 

 イについては、情報セキュリティは最も優

位であり、システム修正も容易であると考え

られる。一方、システムの操作者が市町村職

員に限られることから、納税者が持参した

「JPKI 住基カード」を使用し、市町村職員

がシステムの操作を行うことによる本人送信
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は可能であると考えられるが、市町村職員の

関与なしに税理士が自らシステムの操作を行

うことによる代理送信は不可能である。 

 ロについては、情報セキュリティはイと同

様であるが、｢作成支援システム｣とインター

ネットへ接続されたパソコンが分断され、｢作

成支援システム｣の操作は市町村職員に限ら

れることから、操作性に難点がある。一方、

本人送信及び税理士による代理送信のいずれ

にも対応でき、納税者本人及び税理士が「作

成コーナー(e-Tax)」を操作することもできる。

開発コストについては、｢作成支援システム｣

と「作成コーナー(e-Tax)」間で受け渡しを行

う必要があることから、ASP 事業者及び作成

コーナー開発業者間での調整やセキュリティ

の確保方法の検討など通常の開発コスト以外

に方式検討のためのコストと期間が必要とな

る。 

 ハについては、データの受渡しに着脱式の

USB メモリーを使用することから、情報セキ

ュリティには難点がある。しかしながら、「作

成コーナー(e-Tax)」を利用して e-Tax の送信

を行うことが可能であり、システム修正につ

いては低コストで実現できる。税理士による

代理送信についてはロと同様である。 

⑵ 「作成コーナー(e-Tax)」の利用拡大 

(図 8) 

 ２の⑵のハで述べたように、｢作成支援シス

テム｣を導入していない市町村では「確定申告

書等作成コーナー(書面)」を利用して紙の所

得税確定申告書を作成している事例もあり、

これらは容易に「作成コーナー(e-Tax)」へ移

行することができる。国税連携システムの実

現により、住民税の課税に必要なデータが電

子的に連絡されることとなり、「作成コーナー

(e-Tax)」の一層の利用拡大が望まれている。 

イ 改善要望の状況 

 ３の⑸で述べたように、「作成コーナー

(e-Tax)」には改善すべき点もあり、市町村や

税理士会からも次のような改善要望が提出さ

れている。 

 全国市長会からは、「還付目的の確定申告

の場合、e-Tax システムでは源泉徴収票の添

付が不要とされていることから、適用控除項

目及び控除額等の不明なデータがあり、住民

税の賦課事務に支障をきたしているためシス

テムの改善を行うこと。」(34)旨の改善要望が

提出されている。また、日本税理士会連合会

からは、「国税庁ホームページの確定申告書

等作成コーナーを改善して、税理士会の税務

支援事業や税理士事務所で利用しやすい環境

とすること。」旨の包括的な要望が提出され、

具体策として「税務支援会場等で税理士が代

理送信で電子申告することを想定して、税理

士の場合の入力専用画面を作って頂きたい。」

といった提言(35)がなされている。 

ロ 住民税のみの納税者への対応 

 所得税の申告義務のない住民税のみの納税

者についても、「作成コーナー(e-Tax)」を利

用して、住民税の課税に必要なデータを入力

し、国税連携システムを経由して、市町村へ

データ連絡を行うこととすれば、住民税のみ

の納税者にも対応できることとなるが、地方

税法第 325条で想定されていないデータ連絡

の形態となるため、法令改正が必要である。 

ハ 使い勝手の改善 

 データが事前に入力されていないことから、

「作成コーナー(e-Tax)」の画面上に、給与支

払報告書や公的年金等支払報告書の内容を表

示することは困難であるが、給与支払者の情

報など前年分データと変更のない項目の表示

などについては改善済みである。 

ニ 簡易なインターネット接続 

 上記⑴のロのような本格的なインターネッ

ト接続ではなく、情報セキュリティを確保し

つつ、携帯電話端末によりノートパソコンを

インターネットへ接続し、「作成コーナー

(e-Tax)」を利用することにより e-Tax の送信

を行うことも可能であり、公民館等の臨時の

相談会場において実際に運用を行っており、
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一層の利用拡大が望まれる。

図8 「作成コーナー(e-Tax)」の利用拡大  
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⑶ 電子証明書の普及策 

 総務省の調査(36)によれば、公的個人認証サ

ービスに基づく電子証明書の発行件数は、平

成 22 年 4 月末現在で約 146 万件とされてい

る。普及に向けて、電子証明書等特別控除(37)、

還付申告の処理期間の短縮(38)、「JPKI 住基カ

ード」の発行手数料の軽減(39)といった各種施

策が行われている。 

 今後の取組みとして、総務省の「公的個人

認証サービスの普及拡大に関する調査研究事

業の結果概要」(40)によれば、電子証明書の有

効期間の延長(３年から５年)や電子証明書の

記録媒体の拡大(携帯電話端末(SIM カード) 

(41)及び FeliCa(42)対応 IC カード(Edy、WAON、

SUICA、PASMO など))などが検討されてい

る。「JPKI 住基カード」に替えて、携帯電話

や Edy などが使用可能となれば、電子証明書

の飛躍的な普及が期待できる。 

 なお、「政府全体の取組を通じて、電子行政

推進法(仮称)などにより真正性の推定が法的

に担保され、セキュリティが確保されたID・

パスワード等による方式が確立された場合、

平成23年度以降、必要に応じ、納税者の属性、

手続の特性等の観点を踏まえ、ID・パスワー

ド等による方式の導入を検討」(43)する旨の記

述が「オンライン利用拡大行動計画」にある

が、平成22年末現在、新たな法令の制定や具

体的な方式の確立には至っていない(44)。 

⑷ 代理送信の増加策 

 税理士による代理送信を利用することによ

り、納税者の「JPKI 住基カード」を使用せ

ずに e-Tax の送信が可能であるが、3 の⑷で

述べたように税理士の確保が課題となってい

る。そこで、税理士法の趣旨を踏まえ、代理

送信の増加策について検討する。 
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イ 税理士派遣の現状 

日本税理士会連合会会則第 12 章(税務支

援) (45)に規定する税理士会の税務支援事業の

一環として、多くの市町村の確定申告の相談

会場へ地元税理士会から税理士が派遣されて

おり、所得税の申告相談事務に従事している

(46)。この規定は、税理士法 49 条の 2 の 2 項

9 号「委嘱者の経済的理由により無償又は著

しく低い報酬で行う税理士業務に関する規

定」を根拠としている。この規定の趣旨は、

税理士業務がたとえ無償であっても税理士で

ない者はこれを行うことができないものであ

ることから、通常の税理士報酬を支払う資力

の乏しい者に対して、無償又は著しく低い報

酬で税理士業務を行うことについて定めたも

のであるとされており(47)、この税務支援事業

には、地元税理士会所属の税理士が平等に従

事すべきものとされている(48)。 

業務独占という税理士法の趣旨を踏まえ、

市町村と地元税理士会が十分協議の上、積極

的に派遣税理士を確保し、代理送信に取り組

むことが望まれる。 

ロ 市町村職員による代理送信 

 3 の⑶で述べたように、現状では市町村職

員による代理送信は認められていないことか

ら、派遣税理士が確保されない場合は、「JPKI

住基カード」を持参しない納税者について、

e-Tax を利用することができない。税理士法

の趣旨からは、市町村と地元税理士会が協議

の上、十分に派遣税理士を確保すべきである

と考えられるが、諸般の事情により十分に確

保できない場合には、市町村職員による代理

送信を認める余地があると考えられる。ただ

し、そのためには国税庁告示(49)の改正の要否

についての検討が必要である。 

 なお、日本税理士会連合会は、税務支援事

業が成果をあげていることなどから、｢臨税｣

の許可の対象を減らすべきとの意見を表明し

ている(50)。 

 

⑸ 国民 ID 制度の導入 

政府のIT戦略本部の「 新たな情報通信技

術戦略(平成22年5月11日)」によれば、国民

ID制度の導入について、「社会保障・税の

共通番号の検討と整合性を図りつつ、個人

情報保護を確保し府省・地方自治体間のデ

ータ連携を可能とする電子行政の共通基盤

として、2013年までに国民ID制度を導入す

る。併せて、行政機関による運用やアクセ

スの状況を監視する第三者機関の創設、公

的ICカードの整理・合理化を行う。また、

インターネットを通じて利便性の高いサー

ビスを提供するため、民間IDとの連携可能

性を検討する。」(51)旨の記述がある。  

これに加えて、政府の平成23 年度税制改

正大綱に、「社会保障・税に関わる番号制度（以

下「番号制度」といいます。）は、主として

給付のための制度であり、①真に手を差し伸

べるべき人に対する社会保障の充実とその効

率化を図りつつ、②国民の負担の公正性を担

保し、制度に対する国民の信頼を確保すると

ともに、③国民の利便性の更なる向上を図る

ために不可欠なインフラとして可能な限り早

期に導入することが望ましいものと考えま

す。」(52)旨の記述がある。 

国民ID制度と「番号制度」の関係について

は、IT戦略本部の「「国民ID制度」における

国民IDコードの考え方」には、「「国民ID制度」

における国民IDコードについて、国民IDコー

ドの有すべき性質、国民IDコードに利用する

番号、国民IDコードと社会保障・税の共通番

号とが適切に連携して機能する仕組みの検討

が必要。」(53)旨の記述があり、「国民ID制度は、

「社会保障・税の共通番号の検討と整合性を

図りつつ」推進していくものであり、社会保

障改革担当室における社会保障・税に関わる

番号制度の検討と協働する必要があるため、

工程表では2013年度の制度導入としている

スケジュールを社会保障・税に関わる番号制

度導入のスケジュールに合わせ柔軟に見直し
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ていく。」(54)旨の記述がある。 

この国民ID制度が導入されれば、「JPKI

住基カード」に替えて、すべての納税者に

国民IDが交付されることとなることから、

電子証明書の普及拡大についての問題が解

決することとなる。市町村の確定申告の相

談会場へ訪れるすべての納税者が国民ID

を所持することとなり、システムの環境が

整えば、すべての納税者について本人送信

によりe-Taxの利用が可能となる。順調な

導入を期待したいところである。 

⑹ まとめ 

 以上、地方収受分の所得税確定申告書を、

e-Tax により送信するための方策について考

察を行った。最終形としては、国民 ID 制度

による本人送信が望ましい姿であるが、現状

では市町村の確定申告の相談会場へ訪れる納

税者の大半はパソコン操作が苦手な高齢者で

あることから、納税者に代わって市町村職員

がシステムの操作を行うことが現実的である。

電子証明書の普及についても、当面は「JPKI

住基カード」の即時交付に努めることが重要

であり、電子証明書の記録媒体の拡大などの

抜本的な普及策については、国民 ID 制度と

同時に実現する可能性はあると思われる。代

理送信の増加策については、当面は地元税理

士会の協力を期待(55)すべきであり、市町村職

員による代理送信には課題が多いと思われる。 

 

５  おわりに 

 「はじめに」で述べた国税庁発表資料(56)(前

述別表参照のこと。）によれば、平成 21 年分

の所得税について、自宅等から「作成コーナ

ー(e-Tax)」により確定申告を行った者は 488

千人であり、これは本人送信と税理士による

代理送信の双方があるが、本人送信が多いと

考えられる。同表で「各種ソフト・e-Tax」

により確定申告を行った者は 2,306 千人であ

るが、これについては、ほとんどが税理士に

よる代理送信であると考えられる。同表で「署

パソコン・e-Tax」により確定申告を行った

者は 4,285 千人であるが、これについては、

税務署が設置した確定申告会場において、「作

成コーナー(e-Tax)」を利用した件数であり、

税理士による代理送信と同様に納税者本人の

電子証明書が省略(57)されている。結局のとこ

ろ、本人送信を行った者の比率は、e-Tax を

利用して確定申告を行った者の総数 7,079 千

人を分母とすると、488/7,079=6.9%以下とな

ってしまう。 

一方、自宅等で「確定申告書等作成コーナ

ー(書面)」を利用して、紙の確定申告書を作

成し提出した者は 2,149 千人であるから、こ

れらの者は、「JPKI 住基カード」と IC カー

ドリーダライタを準備すれば、容易に本人送

信に移行できる。しかしながら、これらの者

全員が本人送信を行ったとしても、e-Tax の

利用者の飛躍的な増加は望めない。さらに、

税務署の確定申告会場においては、既に大半

の納税者が「作成コーナー(e-Tax)」を利用し

て確定申告を行っており、これ以上の増加に

は限界がある。税理士も e-Tax に積極的に取

り組んでいる(58)ことから、代理送信について

もこれ以上の増加は容易ではない。 

残りの納税者としては、自宅等で手書きに

より確定申告書を作成し申告する者と、市町

村の確定申告の相談会場へ訪れる者の二種類

が残ることとなる。後者については、本稿で

考察した方式により、e-Tax へ移行すること

が可能である。前者についてはインターネッ
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